
○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
附
則
第
十
四
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
公
有
財
産
の
範
囲
及
び
分
類
）

（
公
有
財
産
の
範
囲
及
び
分
類
）

第
二
百
三
十
八
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
有
財
産
」
と
は
、
普
通
地
方
公
共

第
二
百
三
十
八
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
有
財
産
」
と
は
、
普
通
地
方
公
共

団
体
の
所
有
に
属
す
る
財
産
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
（
基
金
に
属
す
る
も
の

団
体
の
所
有
に
属
す
る
財
産
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
（
基
金
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。
）
を
い
う
。

を
除
く
。
）
を
い
う
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

株
式
、
社
債
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
発
行
す
る
債
券

六

株
券
、
社
債
券
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
発
行
す
る
債

に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
を
含
み
、
短
期
社
債
等
を
除
く
。
）
、
地
方
債
及

券
を
含
み
、
短
期
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七

び
国
債
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
権
利

十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
社
債
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）
及
び
地
方
債
証
券
（
社
債
等
登
録
法
（
昭
和
十
七
年
法
律
第
十
一
号
）
の

規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
並
び
に
国
債
証
券
（
国
債
に
関

す
る
法
律
（
明
治
三
十
九
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ

た
も
の
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
有
価
証
券

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

２

前
項
第
六
号
の
「
短
期
社
債
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

（
新
設
）

一

社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
六

十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
短
期
社
債

二

商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
昭
和
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
三
条
ノ

二
に
規
定
す
る
短
期
商
工
債
券

三

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
五
十
四
条
の
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三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
債
券

四

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
短
期
社
債

五

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第

八
項
に
規
定
す
る
特
定
短
期
社
債
（
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流

動
化
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
九

十
七
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
目
的
会
社
に
よ
る

特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条

第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
短
期
社
債
を
含
む
。
）

六

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
六
十
二
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
農
林
債
券

３
・
４

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
債
権
）

（
債
権
）

第
二
百
四
十
条

（
略
）

第
二
百
四
十
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
二
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
用

４

前
二
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
用

し
な
い
。

し
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

証
券
に
化
体
さ
れ
て
い
る
債
権
（
社
債
等
登
録
法
（
昭
和
十
七
年
法
律
第

三

証
券
に
化
体
さ
れ
て
い
る
債
権
（
社
債
等
登
録
法
又
は
国
債
に
関
す
る
法

十
一
号
）
又
は
国
債
に
関
す
る
法
律
（
明
治
三
十
九
年
法
律
第
三
十
四
号
）

律
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
も
の
及
び
短
期
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法

の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
も
の
及
び
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
の
規

律
の
規
定
に
よ
り
振
替
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
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定
に
よ
り
振
替
口
座
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

第
二
百
六
十
三
条
の
二

（
略
）

第
二
百
六
十
三
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
の
相
互
救
済
事
業
で
保
険
業
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
保
険

４

第
一
項
の
相
互
救
済
事
業
で
保
険
業
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
保
険

業
法
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。
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